
狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施

行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和６年３月１日 

                 狭山市長 小谷野  剛 

 

狭山市規則第４号 

   狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条

例施行規則の一部を改正する規則 

 狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施

行規則（平成２７年規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「平成２４年法律第６５号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

第４条に次の１項を加える。 

５ 前各項の規定にかかわらず、生計を一にする世帯に３人以上の子がいる場合にお

いて、第３子以降の教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当すると

きの当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、０円（第１項から第３

項までの規定により０円となったときを除く。）とする。 

（１）満３歳未満保育認定子ども 

（２）法第２３条第４項の規定により満３歳未満保育認定子どもが満３歳に達したと

きに法第１９条第２号への変更の認定を受けた後の最初の３月３１日までの間に

おける同号に掲げる小学校就学前子ども 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の第４条第５項の規定は、令和６年４月以後の月分の利用者負担額につい

て適用し、同年３月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。 


